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(1986年10月15日　受理)

A Note on the Incident of the Santo Ni充o de La Guardia

: Historical Materials and History of Study

Kunio Hayashi

はじめに

1967年11月,マドリードのユダヤ教･キリスト教友好協会(AmistadJudeo - Cristiana)の総会
ニーニョ

で,同協会の指導者の1人である教区司祭VicenteSerranoが≪ラ･グアルデイアの子供≫の殺害

の実在性についての疑問を投げかけた1968年1月14日の王党派系の日刊新聞『ABC』紙上にこ

れに反駁するManuelRomerode Castillaの論文が掲載され, 1月20日には右派的な雑誌『フエル

サ･ヌエバ　Fueza Nueva)』にも同じ主旨の論文が載せられたが,その後これらに反論を加える

2編の論文が協会の会報に掲載された1)｡このように現代においても反セム主義の問題と結びつい
ニ-ニョ

た政治的トピックの題材となっている≪ラ･グアルデイアの子供≫事件(以下,事件と略記)とは

一体如何なる事件であったのだろうか｡

<表1>　事件の被告

姓 名 本稿での呼称 居 住 地 職 業

コ

A lonso F ranco A lonso ラ●グアルデイ■ア 商業 ●運送業

Garcia F ran co G arcia

ン Juan F ranco Juan

ベ L ope F ranco L ope

ル B enito G arcia B enito 轟立て職人

ソ Juan de O ca充 Oca充a /y

ユ

Q a.F ranco Q a 競 宗 レ一打

M ose F ranco M ose テムプレーケ

ダ Y uce F ranco Y uce 靴屋

ヤ D avid de P erejon P erejon ラ ●グアルデイア

人 Y uca T azarte T azarte テムプレーケ 医師

*　裁判時には既に死亡していたことを示す｡

註) Alonso, Garcia, Juan, Lopeは兄弟, MoseとYuceは兄弟でGaの息子｡

資料I. Loeb, "LeSaintEnfantdeLaGuardia", REJ, 15, 1887, pp.204-206より作成｡
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この事件は, 1490年6月初め頃にBenitoGarciaというコンペルソ(キリスト教に改宗したユダ

ヤ人)がホステアをもっていたことから逮捕され,その自供から6人のコンペルソと5人のユダヤ

人(<表1>参照)が共謀してキリスト教徒の子供を誘拐して傑殺し,その心臓を取出してそれと

ホステアによって異端審問から身を守るための魔術を行ったとして裁判にかけられ, 1491年11月16

日のアウト･デ･フェで処刑された事件である｡事件に関して,私はその実在性を繰って実在説と

虚構説とがあるとしてその主な論者を挙げ,根本史料の存在も紹介して極く簡単に触れたことが

あったが2),今回改めて事件についてより詳細な検討を加えることにした｡本稿はそのための準備

作業として史料と研究史の整理を行い,今後の研究の方向を確定しようとするものである｡なお,

事件に関する主な研究課題としては実在性の他に,事件の影響(とりわけ1492年のユダヤ人追放令

への影響)の問題があると言えるが,本稿では専ら前者の問題に焦点を絞ることにする｡

_ヨ

<表2>　《ラ･グアルデイアの子供≫関係史書(16-19世紀)

著者(地位･身分)　　　　　　　書　　　名　　　　　　　出版地　出版年　収録史料1)

1 RodrigodeYepes

(マドリードのSan

Jer6nimo el Real修

道院の教授･説教師)
2　Sebastian de Nieva

Calvo

(学士,テムプレーケ

出身,異端審問所書

記･捜査役)
3　Antonio de Guzman

(履靴三位一体修道会

士)

4　Martin Martinez

Moreno

(博士,ラ･グアル

デイアの主任司祭)

5　Paulino Herrero

(トレード教会受禄聖

職者)

6　Felipe Garcia

Historia de la muerte y glorioso martirio Madrid　1583　2,4,6,72

del Sancto Innocente que llaman de la

Guardia

EI Nirlo Inocente, hijo de Toledo y martir Toledo　1620

de la Guardia

Historia del Inocente Trinitario, el Santo Madrid　　1720

Nはo de la Guardia, natural de la ciudad

de Toledo y oriundo del reyno de Aragon

Historia del martirio del Santo Nino de la Madrid　　1786

Guardia, sacada principalmente de los pro-　　Madrid　1866

cesos contra los reos y otros testimonies

existentes en el archivo parroquial de

dicha villa

Breve resumen de la historia del Santo Toledo　　1853

Nはo Inocente, Cristobal

El sepulcro del Santo Nifio de la Guardia Toledo　1883

1)後出Ⅲでの史料1-9を番号で示す

2 ) J. Simon Diaz, ImpresosdelsighXV‥ Religibn, Madrid, 1964, pp.30-31に本書の内容の詳しい記載があ

るが,これらの史料が含まれると思われる　fols. 2r-73v.についてはTextoとあるのみ｡

資料) F. Fita, "La verdad sobre el martirio del Santo Ni鮎de La Guardia, 6 sea el proceso y quema (16

noviembre, 1491) del judio Yuce Franco en Avila "BRAH, ll,1887, p.112 n. 2 ; Id, "Memorial del

Santo Ni恥de La Guardia ,escrita en 1544, BRAH,ll,1887, p.160より作成｡
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さて,事件当時はその実在性を疑うキリスト教徒は殆どいなかったものと想像され,人々の間に
ニ-ニヨニ-ニョサント･ニーニョ

は≪子供≫を殉教者として崇敬する風潮が広がっていき, 《子供≫は≪聖なる子≫　と呼ばれるよう
ニーニョ

になった｡ ≪子供≫が殺害されるまで置かれていたと信じられた被告Juan　の家は穀たれ,その跡

地に礼拝堂が建てられ,殺害現場とされた洞窟にも庵が建てられ,埋葬場所とされたSanta Maria
ニーニョ

de Pera教会近くの場所にも礼拝堂が建立された｡ ≪子供≫　はラ･グアルデイアの保護聖人となり,

5月20日,後には9月20日が祝祭日となった3)｡ ≪享霧≫の崇敬は今日でも盛んで,それを信心す

ると子供の病気治癒に効験があるとされている4)｡
サント･ニ-ニョ

≪聖なる子≫はやがて文学作品の題材にもなり, 1592年には人文主義者JeronimoRamirezがラ･

グアルデイアの領主の依頼でラテン語詩De raptu innocentis martyrisguardiensis, libri sex, Madrid,

1592を作成しており,文豪Lope-deVega (1562-1635)も戯曲EINinoInocentedelaGuardiaを,劇

作家Jose de Caflizares (1676-1750)もLa vivaimagendeCristoを著わしている5)｡絵画の分野で
ニ-ニョ

もFrancisco Bayed Subias (1734-1795)がトレード大聖堂の回廊に《子供≫を主題とするフレス

コ画を描いている6)｡また16世紀後半から19世紀にかけて≪享魂を対象とする史書が数冊著わさ

れているが,これらを纏めると<表2>のようになる｡表に示したようにこれらの史書にも既に史

料を収載しているものがあるが,それらを含めて事件に関する史料を次に見ていくことにする｡

Ⅰ

以下では,事件に関する諸史料を作成年代順に紹介し, Fita　に依拠しながら史料批判を加える

ことにする｡

史料　　Yuce Francoに対する裁判の一件書類(1490-91年) 7)

異端審問所の3人の書記MartinPerez, Juan de Leon, Anton Gonzalezによって作成された事件

に関する最も重要な根本史料である｡表紙を含めて48葉から成る手稿の原本であり, 1884年にマド

リード市立文書館(Archivo municipal de Madrid)館長のTimoteo Domingo Palacioが入手し,

その写しを王立歴史学会(Real Academia de la Historia)に提供したのをうけて, Fitaが原本と

照合しながら手を加えて, 1887年にそのすべてを活字化した｡館長が入手した詳細な経緯は不明だ

が, <表2>のGarciaの書物に,原本がグワダラハラで発見され,館長に引渡されたという記述

がある8)｡Fitaはこの文書を65の部分に区分けし,内容から以下の八つの部分に纏めている9)

(〔 〕内の数字は文書番号を示す)｡

(1)検察官による起訴と求刑(fols. lr.- 1r. 〔1-5〕 (9V.は白紙)

(2)被告自身の供述(fols. 9r.-20v.) 〔6-19〕

(3)被告に関する証言(fols. 20v.-26r.) 〔20-44〕

(4)サラマンカにおける陪審員の評決(fols. 27r.-27v. 〔45-46〕

(5)証言の公表｡被告による証言への反駁｡被告に対する拷問と供述(fols. 28r.-36v. 〔47-52〕
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(6)追加証言と結審(fols. 36v.-41r. 〔53-62〕

(7)アウト･デ･フェ(fols. 42v.-45v.) 〔63〕

(8)追加証言　fols. 45v.-47r. 〔64-65〕

これらの文書の内容を詳しく見ることは紙幅の都合で出来ず,また別稿で詳しく検討することに

もなるので,ここではこれらの文書を日付順に配列し直して裁判の経過を把握し得るようにしてお

くに留めたい(<表3サォ

この表から窺われる裁判に関係した人員についての留意点を列挙しておく｡

①　異端審問官は1490年8月27日付の委任状に現われる3人であり,通常彼らによって裁かれた

とされる｡しかしCigalesは1491年8月1日付の文書に"licenciadoinquisidor" ( Villadaはdoc-

tor　博士)であり, licenciado　学士)の学位で表記されるのはCigalesである)として現われ

るが,その後はアウト･デ･フェの最終判決に至るまで姿を現わさないままで終わっている(勿論,

その後inq.として表記されている中にCigalesの入っている可能性は皆無ではない)｡これから

見て,この頃に死亡を含む何らかの理由で執務不能となったものと推測される｡

②　補佐人は3人の異端審問官によって任命された人々であり都合5人現われる｡この内Juan

Blazquez　は僅か2つの文書に現われるにすぎず,他の4人に比して頻度が極端に少ない｡ Juan

Blazques　と名前が酷似しているが同一文書に並列して,異なった地位･身分で現われるから同一

人物と見倣すことは出来ない｡ 5人のうち2人が異端審問長官　Torquemadaが修道院長を務める

修道院の修道士であることは注目される｡

③　弁護人(letrado)と訴訟代理人(procurador)は1490年12月17日に異端審問官から任命さ

れている｡このうち後者は, 5日後に別人と交代して辞任したともとれるが, 1491年1月22日付の

文書に再び現われており,この間の事情は詳らかでない｡弁護人は, 1491年11月7日の被告の抗弁

のところで, ｢弁護人の意見に従って｣という表現があり,恐らく最終判決まで同一人物が職責を

完うとしたと考えられる｡

④　証人は,供述(対決尋問も含む)やその確認以外の場合で必ず現われており,法廷では異端

審問所の職員(執達吏,獄吏,守衛,収納吏,書記)がこの役割を果たしていたことが判る｡

⑤　書記は少なくとも1人は必ず,裁判のすべての場面に同席していたと思われるが,その書記

の名が文書に明記されている場合とそうでない場合とがある｡前出の3人の書記が中心となってい

るが,文書〔9〕のみ別人が現われている｡

史料2　Benito Garciaに対する異端審問判決(1491年11月16日10)

後出の史料7に収録されている(Biblioteca Nacional, codice, Aa105, fols.37v.-41r. ｡異端

審問官,検察官,トレード大司教の代理としての教会裁治権裁判官(jueces ordinarios)など,ア

ウト･デ･フェに列席した人々はYuceの場合と全く同じである｡判決内容は,罪状の列挙と刑の

言渡から成り,本人に対しては全財産没収と俗権への引渡し(焚刑)が言渡されているが,子孫に

も累が及び,すべての聖俗職位に関する無資格,服装などの規制が定められている｡
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史料3　史料2のカタル一二ヤ語訳(1491年11月16日)ll)

Coleccibn de documentos ineditos del archivo general de la Corona de Aragbn, tomo aam , Barcelona,

1865, pp. 68-75からFitaが転載している｡同時にこの巻の編者による註記を転載しているが,そこ

にはCarbonellの著作からの転載である旨が記されている｡この著作については,やはりそこから

本史料の一部を転載しているMenendez PelayoはOpusculosのtom0 2と記しているのみだが12)

Fitaによるとそれは, Pedro Miguel Carbonell, Liber descripsionis reconciliationisque purgationis et

condemnationis hereticorum alias de gestis hereticorwnであり13)私が検索した目録によるとこれは,

上記のColeccibn, t. XXl(1864), pp. 377-395, t. XXI (1865),pp.5-235に収録されている14)｡本

史料は史料2の全訳ではなく,刑の言渡の部分は省かれている｡この訳文は異端審問長官　Tor-

quemada　の命令によって作成され,パルセロ-ナ異端審問所に送付されたものである｡本史料と
I

史料2とは細かい点で違いがある｡即ち,史料2では"con otro corazon　別な心臓で)"となっ

ている所が,本史料では"abloditmateixdamuntdit 〔6〕 altrecor (同じ心臓か〔或いは〕別な心

臓で)''となっている　Fitaはこれから, Vegasが転記の際に抹消を行ったものと推測している15)｡

つまりこの部分についてはカタル一二ヤ語訳の方が判決原文の原形を伝えているというのである｡

史料4　AntonGonzalez　アビラ市の書記)がラ･グアルデイアの当局などに宛てた書簡(1491

年11月17日16)

<表2>のYepes, fols. 42r.-48v.に収められており, Fitaがこれから転載している　Fitaは

とく_に触れていないが,このGonzalezなる人物は,史料1の作成者の3人の異端審問所書記の1

人に同姓同畠の人物がいるので,これと同一人物であるとして間違いないと思われる.従ってこの

書簡は異端審問官の指示をうけて書かれたものではないかと推測されるのだが,それにしては書式

が奇妙であり,その旨の明記はない.となるとGonzalezが自分の一存で書いたものなのであろう

か｡形式的にかかる疑問がある上に,内容的にも整っているとは言い難く,偽文書ではないかとい

う疑念も生ずる　Baer　は全く根拠を挙げてはいないが,やはり後世の担造ではないかと疑ってい

る17)しかし偽文書だとするとその作成の動機が明らかではないし,ここでは判断は留保し,一応

内容を要約しておく｡

｢Benitoに対する判決文を書簡に添えて送った｡ Franco兄弟に対する判決文も将来送る｡彼ら

は礎殺以外に異端的行為を行っており,割礼を受けたユダヤ人であった　Benito, JuandeOca鮎,

Juan Franco　はキリスト教に立帰り改俊の情を示したので絞殺後に焚刑に処せられたが, ｢その他
●     ●

の者は責め苛まれながら死んだ｣ (即ち,生きたままとろ火で焼かれた　JuanFrancoが子供の埋

葬場所として示した場所-そこには墓穴のあることがはっきりと確認された-を耕やさせない

ように懇請する｡両陛下や枢機卿閣下(下レード大司教GonzalezdeMendoza)に見て頂かねばな

らないから｡またそこには目印を置くべきである｡異端審問官は祝祭日にラ･グアルデイアの教会

の説教壇でBenitoの判決文を読上げるようAlonso Dominguezに命じた｡｣

史料5　アビラ市当局に宛てた国王書簡(1491年12月16日)18)
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アビラ市立文書館(Archivo municipal de Avila)所蔵の原本からFitaが活字化している｡内容

を要約すると以下の通りである｡

｢ラ･グアルデイアの住人である何人かの異端者と2人のユダヤ人に対してアビラ市の異端審問

所が行った処刑によって民衆が暴動を起こし, 1人のユダヤ人を投石で殺したので,同市のユダヤ

人たちが危険を感じて余らに保護を求めて来た｡それ故,余らはこれを受け入れ,ユダヤ人とその

妻子･召使い,それにその全財産を余らの保護下に置くものである｡｣

時期からみて,また2人のユダヤ人という符合(即ち, YuceとGa)からして,ここでいう処刑

が事件の被告らの処刑1491年11月16日)を指すことはほぼ確実であり,そのアウト･デ･フェが

民衆の反ユダヤ人感情を煽り立て,暴動が発生して1人のユダヤ人が犠牲となったことが判る｡

史料6　Hernando de la Riveraに対する判決(1521年19)

Yepes, fols. 49r.-52r.に収められており, Fitaが転載している｡ Riveraはテムプレーケの住人

でSanJuan修道院長付の勘定役(contador)であるが,この人物については,史料7, Relaciones

topograficasdelospueblosdeEspana (1575年)のテムプレーケの項, Nieva Calvo (<表2 >参照),

に夫々言及がある20)｡判決文の中で事件との関わりに言及しているのは,検察官による起訴･求刑
ノ■

の部分で,そこではRiveraが実質的にはユダヤ教徒であり,異端背教の罪を犯していること, ｢聖

なるカトリックの信仰に対して抱いている敵意から,ラ･グアルデイアの洞窟で罪なき子を礎にし

て殺害することに加わり,ビラトとなってかの子供に判決を下した｣ことを挙げ,彼を破門･全財

産没収･俗権への引渡しに処するよう求めている｡

この人物は史料1には全く現われないこと,事件との関わりは起訴･求刑の部分に出て来るのみ

で,判決文の他の部分であるRiveraの自白や,刑の言渡の部分にも言及がないことから判断して,

かかる人物が実在し,異端者として断罪･処刑されたことが事実だとしても,事件との関わり合い

は検察官のこじつけか,或いは後世の挿入ではなかろうか｡

史料7　Damian de Vegasの覚書(1544年　21)

BibliotecaNacional, codice Aal05, fols. 32r.-41r.をFitaが活字化している｡留意すべき内容

を列挙しておく｡

①被害者の子供の名はCristobal(Cristobalicoとも表記)で,年齢は7 - 8歳,母は盲目でトレー

ドに住む｡ ②犯行時日は1492年3月｡ ③子供の遺体は洞窟から4レグワ離れたNuestra Se充ora de

Penaの庵の近くに埋葬した｡ ④ラ･グアルデイアの教会の香部屋係JuandeGomezからホステア

を入手した｡ ⑤心臓とホステアをもたせてBenitoをアビラのユダヤ人賢者の許へ派遣した｡ ⑥4

人が生きたまま火刑に処せられたが,残りの者は絞殺後に焼かれた｡ ⑦Juan Francoが埋葬場所を

示したが,遺体は発見されなかった｡ ⑧異端審問所がアビラからトレードに移り,事件の裁判文書

をもっていた書記たちがバリヤドリーやグラナ-ダヘ移ると,裁判文書も分散した｡1533年にトレー

ド大司教に裁判文書の写しを町当局が求めるが,大司教は人心を動揺させることになるとして断

わった｡同地の一住民がバリヤドリーへ赴き, Benitoの裁判文書を発見し,その写しを持ち帰った｡
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なお,町当局に伝わる事件についての覚書がある22)

さて著者のVegasは,本史料の中でmedico (医師)とnotarioapostolico (司教座聖堂付書記)

の異なった肩書で現われており, Fita　は前者は何らかの誤りではないかとしているが,ともかく

正体のはっきりしない人物である　Fita　は本史料の内容と史料1及び史料2との矛盾点を挙げ,

その史料的価値の低いことを示唆しており,また史料4によれば町当局がBenitoに対する判決を

保存していた筈であり,何故態々バリヤドリーまで判決文を入手しに行く必要があったのかという

疑問も呈示している23)そこまで言わなくとも,本史料には一読して明らかなように多くの荒唐無

稽な記事がある｡例えば,礎にした子供の心臓を取出すため右胸を切開くが見つからず,子供に尋

ねると反対側だと答えたので,そこを切開いて取出したとか,子供が死んだとき,母親の眼が見え

るようになったとかなど24)｡これのみでも史料的価値の低さは瞭然としていると言えるのではなか

ろうか｡しかしYepesは本史料を無批判的に受入れ,更には,事件のホステアは荘重な行列によっ

てアビラのSanto Tomas修道院に運ばれ安置されたが,同地にペストが蔓延した折,このホステ

アを持出して敬慶なる行列を催したところ偲んだ,というような後日薄まで付加えている25)

Yepesによって権威を与えられたVegasの覚書の内容は,その後　Ramirez, Vega, Caiiizaresの

文学作品の素材として用いられ,流布することになったのである｡

史料8　D. Juan Martinez Siliceo (トレード大司教)の覚書(1547年26)

BibliotecaNacional, codice Aal05, fol. 47v.よりFitaが活字化している｡大司教が1547年の

純血規定(Estatuto de limpiezaユダヤ系キリスト教徒を大聖堂の聖職禄受与から排除した規定)

に反対する聖堂参事会員に対して申立てた制定理由の中の一節｡

｢最近,当市より9レグワの当大司教区内の町であるラ･グアルデイアの近くで, 8歳位の子供

を多くの異端者の仲間が礎にした｡その際,彼らの祖先たちがキリストに対して加えたすべての苦

行を課したが,これは極めて確かな事のようだ｡｣

Fita　は,礎殺の時日は最近ではない,子供の年齢は8歳ではない,犯人はユダヤ人も含みすべ

てが異端者(フダイサンテ)ではないなど,殆どすべての内容が誤りであると指摘している｡この

ように史料的には殆ど全く価値のないものと言えようが,これが史料7と同じく　Sebastian de

Orozco (法律家･詩人)によって作成された写本(codice)に含まれていることが注目される｡

当該写本は純血規定に関する文書を多く含むというが27)純血規定の正当化のためにはコンペルソ

の異端性を強調するのが好都合であり,それに適した文書が収集されたのであろう｡そしてその一

つが史料7であったということになる｡

史料9　七編の裁判文書の要約(1569年9月19日)

トレード大司教代理のSanchoBustodeVillegas28)の命令で,バリヤドリー異端審問所文書庫か

らマドリードへ運ばれた事件に関する七編の裁判文書について,異端審問会議(Consejo de la

SupremaInquisicion)の3人の書記Pedro de Tapia, Alonso de Doriga, Mateo Vazquezが作成し

た要約である. <表2 >のGuzm丘nとMartinez Morenoに収録されている(一般には後者が利用
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されている)が,本稿ではこれが利用出来なかったため　Sabatini　による英訳29)を利用した｡

Busto de Villegasは1569年11月25日に,ラ･グアルデイアの町当局に対してこの要約を町の文書
サント･ニーニョ

庫に保存し,また≪聖なる子≫の洞窟の庵にこれを転写した平板を掲げるように伝えている｡この

要約には犯人の人毛は全く挙げられていないが, Fita　は裁判文書の対象である7人はラ･グアル

デイアの住人であったFranco兄弟4人　Benito, JuandeOca缶a, JuandeGomezであろうと推測

している30)以下に留意すべき内容を列挙しておく｡

①　事件の契機はコンペルソとユダヤ人の各1人がトレードでアウト･デ･フェを目撃したこと

である｡

②　傑殺された子供は年齢は3-4歳,名前はJuan de Pasamontes,父親は　Alonso de

Pasamontes,母親はJuana La Guinderaである｡

③　子供の遺体はSanta Maria de Pera教会の近くのぶどう畑に埋められた｡

④　被告の1人を埋葬場所に連れて行き,そこで｢すべての真実と証明｣とを見出した3D

Ⅱ

以上,九編の史料を見てきたが,史料5を除けばすべて事件の実在性に関連のある史料であると

言える｡この内,史料3は極く一部の異同を除くと史料2と同じものであり,また史料6の関連部

分は信慣性の疑わしいものである｡また史料7は史料2の部分を除くと到底依拠するに足るもので

はない｡史料8は極く短かい上に誤りが多すぎる｡結局,今後の考察は根本史料である史料1を中

心として,これに史料2, 4, 9を突き合わせながら進められる必要があるということになる｡

ところで史料1, 2は事件に関する裁判文書の一部にすぎないことが銘記さるべきである　Fita

は,史料1から存在の推定される他の裁判文書を挙げている32)これらの推定が妥当であるかは,

なお検討を要するが,少なくともQa, Benito, Oca鮎Juanの4人については,その供述が史料1

に含まれていることから,彼らに対する裁判の文書がYuceと同様に作成されていたことはほぼ確

実であろう｡この点で注目されるのがAmadordelosRiosが,その後AlcaladeHenaresに移され

たトレ-ド異端審問所文書の中にある事件の裁判文書を1845年に調べたと述べていることであ

る33)｡彼によるとこの裁判は1490年12月1日から1491年11月17日まで続いたということであり,こ

れからFitaはこの裁判文書は史料1とは別の文書であろうと考えている34)｡ Fitaはこの件につい

てAlcalade Henares中央総合文書館(Archivo General Central)に照会し,そこから送られてき

た書類を公表しているが,そこには,トレ-ド異端審問所廃止後にその文書を保管していたトレー

ド県が, 1861年にAlcalaにそれを移管する際に作った簡単な目録があり,その中に｢C　上.の文
ニ･--ニョ

字の記された箱には≪ラ･グアルデイアの子供≫の礎の姿を描いた絵がついていたが,その一件書

類はばらの紙葉の中に見出されなかった｣という記載がある35)｡つまり1845年にAmadorが見たと

いう文書は, 1861年には既に散伏していたということになる｡このように限られた根本史料しか残
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存していない,乃至はまだ発掘されていないという状況を充分念頭において今後の研究が進められ

る必要があると思われる｡

裁判文書以外の事件関係史料は　Fita　によって発掘され尽したという感があるが, Carrete Pa-

rrondoはFitaの知らなかった事件に関する二つの報告の存在を指摘している36)｡即ち,エル･エ

スコリアル図書館(Bibl. Escorial)所蔵の修道士Bonifacio de Chinchonによるもの,マドリー

ド王立図書館(Bibl. Realde Madrid)所蔵のカルロス1世時代の無名者によるものである｡残念

ながら,これらの活字化や,内容の紹介は管見の限りでは今日までまだなされていない｡

Ⅳ

以上,史料に関する状況を見てきたが,次に事件に関する諸研究の内で事件の実在性に関して自

らの見解を表明しているもの,或いはそれが推測し得るものを年代順に見ていくが,出来る限り多

くの論者の見解を知るという観点から,当該事件を直接の対象としているもののみでなく,より広

いテーマに関する著述の中で事件に言及しているものも含めて見ていくことにしたい｡

1) Lindo (1848) 37) ｢1491年に次のような信じ難い話が修道士たちによって喧伝された｣

として,事件について略述した後に, ｢これが人々の心をイスラエルの子孫に対して煽り立てよう

として修道士たちが担造した話である｣と結んでいる｡引用文から明らかなように明確な虚構説に

立っていると言ってよい｡典拠文献は全く挙げられていない｡

2 ) Amador de los Rios (1875)38)　ユダヤ人追放令に関する記述につけた長文の脚証の中

で事件に言及しているが,そこでの議論は専ら事件と追放令との関連に集中しており,事件の実在

性そのものについての言明はとくにない｡事件が虚構のものであっても,それが影響を及ぼすこと

は当然あり得るから,影響について論じているからといって,その論者が事件を実在のものと考え

ていたという結論を直ちに引出すことは出来ない｡しかし虚構であると考えている場合には,予め

そう前置きした上で影響に関する議論に入るのが自然であるから, Amadorは実在説に立つと言っ

て誤りないと思われる｡とくに実在性について言明していないのは,彼にとってそれが余りにも自

明のことであったからだと推測される｡典拠文献の明示はないが,既述のように裁判文書を見たと

書いている｡

( 3 ) MenendezPelayo (1877-80)39)　事件の被告らを｢人の形をした獣｣ (humanasfieras)
ニ-ニョ

と呼び,憎悪を隠さない著者は, ｢≪ラ･グアルデイアの子供≫の謀殺を否定することが流行してい

るが,それは裁判によって証明されており,また類似の歴史上の前例にも事欠かない｣として,当

然のことながら,実在説を堅持している｡典拠文献として, Yepes, Ramirezを挙げ,史料として

Carbonellから採った史料3を利用している｡なお,裁判文書の原本がArchivo de Alcala de He-

nares　にあると記しているが,恐らくこれは(2)の受け売りであり,現物は見ていないものと推定さ

れる｡
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4　Fita (1887)　事件の関係史料の発掘･公刊に多大な貢献をしたFitaは,事件の実在

性に関して自説を必ずしも明確に述べている訳ではないが,それを窺わせる材料はある｡それは
ニーニョ

Loebが, ｢FidelFita氏は, ≪ラ･グアルデイアの子供≫の実在性と殺害とを確固として信じている｣

と述べていることである40)｡ Loebはこの言明の根拠となる文献を挙示していないし,管見の限り

では, Fitaがこのように自らの主張を述べている文献はない｡ FitaがREJ誌上のLoebの論文を

BRAH誌上に転載していること41)史料1の脚注にLoebの教示によるものがあること42)などから

して両者間の交流が推察され, Loeb宛の私信や直接の会話などでFitaがかかる見解を表明したの

ではないかと想像される｡ともかくもこの事実からFitaは実在説に立っていたと考えてよかろう｡

5 ) Loeb (1887)43)　史料1に逸早く詳細な検討を加え,事件の虚構性を論証しようとした

のがLoebである｡論点は実に詳細で多岐に亘るが,今後の考察のために煩を厭わず,整理してお

くことにする｡
ニーニヨ

① 《ラ･グアルデイアの子供≫の殺害は,仮令それがあったとしても儀式殺人ではない44)｡理由

④殺害は宗教とは無関係な魔術･妖術として遂行されている｡ ⑥殺害はフダイサンテの利益のため

に,フダイサンテの教唆により,キリスト教の迷信に動かされて遂行されている｡目的はユダヤ教

の儀式遂行のために,キリスト教徒の子供の血を利用するためではなく,フダイサンテの行う魔術

に子供の心臓を利用するためである｡通例の理解では,ユダヤ人がホステアを刺し貫きキリストの

血を流させるとされているが,事件ではかかることはなされておらず,ホステアは黒魔術のために

利用されている｡

②現存する二つの判決(㊨ Yuce ㊨ Benito)の間に矛盾がある45) ④2回目の被告らの会合で,

④はTazarteによる妖術がなされたとし, ⑧はサモーラで妖術を行うべく同地へのホステアと心臓

の運搬がBenitoに託されたとしている｡ ⑥3回目の会合で, ④はサモーラへのBenito派遣が決め

られたとしているが, ⑧はその場で妖術がなされたとしている｡

③異端審問所によってなされた訊問は,裁判にとって今日では不可欠と判断される保障が被告に

与えられておらず,法的価値をもたない49)｡ ④被告は裁判官の前で弁護人の助言を得られない｡ ㊨

証人は被告の関知しないところで証言を聴取され,証言内容は被告に伝えられたとしても,証人名

や証言の日付などは知り′得ない｡ ㊤被告は別々に取調べられ,互いに証人と見倣される｡ ④対決尋

問は,被告らの証言を継ぎ合わせて唯一の陳述としてしまうために全くの茶番である｡ ㊤拷問やそ

の恐怖は,被告の証言や自白の信慣性を損う｡

④ Benitoの1491年9月24日付の供述と他の被告の供述との矛盾47) ④傑殺に用いられた十字架

をBenitoは教会から盗んだ2本の木材から作ったと言うが,他の者は只の木材だと言っている｡

⑥Benitoは子供を十字架に釘づけにしたと言い,他の者は縛ったと言う｡ ①Benitoは子供は絞殺

されたといい,他の者は出血死したと言う｡ ④ Benitoのみが犯行現場の洞窟を照らしたロウソク

を教会から盗んだものだと言う｡ ㊤ Benitoのみが遺体を教会のぶどう畑に埋めたと言う｡

⑤被告の供述を確かめる努力が全くなされておらず,現場検証も行われていない48) ④子供の遺
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体｡埋葬場所は各被告の供述によって異なっており, Esconchon　川流域のラ･グアルデイア渓谷

(Yuce),殆ど同じ場所の近くにある峡谷(Oca鮎),ラ･グアルデイアのSantaMariadePera教

会のぶどう畑(Benito),同教会の近辺(Juan)となっているが,各被告を現場に連行して埋葬場

所を示させ,そこを調べる程容易なことはない筈である｡史料9は1人の被告を現場に連行し,そ

こで証拠が発見されたと記しているが,何故1人しか連行しなかったのか疑問であるし,何よりも

判決そのものが埋葬場所を確認出来なかったことを認めていることと矛盾する｡ ⑥犯行現場｡被告

の多くの供述は,ラ･グアルデイア近傍の洞窟という点で一致しているが,更に詳しくなると相違

があり,ラ･グアルデイアとDosBarriosとの間の洞窟(Yuce, Ca),ラ･グアルデイアとOca鮎

との間の右手にあるCarre Oca鮎の洞窟(Juan, Ocana)となる｡しかし, BenitoのみがVilla-

palmasの岩山としている｡被告を現場に連行し,犯行現場を示させることは簡単なことではないか｡

㊤証拠品｡十字架の木,血管を切開したナイフ,血を集めた鉢,犯行中に洞窟の入口を塞いだ被い,

墓穴を掘るためのシャベル,子供の衣服,これらはすべて裁判文書に出て来るが,被告にそれらを

見せろと言ったら,彼らを当惑させたであろう｡異端審問所も分別があるからそれを要求しなかっ

た｡ (つまり供述が虚偽であるから,かかる証拠品は元々存在しておらず,虚偽の供述を引出した

異端審問官も当然それを承知していたので探求しなかったというのであろう) ④ラビの　Mose

Abenamisが実在したのか,彼がBenitoから妖術の依頼を受けたのかについて知ろうとしていな

い｡ ㊤キリスト教徒の子供が本当に失綜したのかについて調査した形跡がない｡ Yuce　はラ･グア

ルデイアとリールで子供が失綜したと言い,後にはJuanがトレードから子供を連れて来たと言っ

ており,後者はJuan, Benito, Ocanaも同様である｡ OcanaはまたMoseがキンタナ-ルで子供を

誘拐したとも述べており,父親がキンタナ-ル在住のAlonsoMartinであると供述している｡何故,

異端審問所はこれらの土地で調査をしなかったのか｡

⑥時の問題49) ④Yuceの供述の中で時の言及のあるものを挙げると, ①3年前にAlonsoが彼

とその兄弟が聖金曜日にキリスト教徒の子供を殺したとYuceに語った. ①4年前に,ホステアに

よる妖術への参加を勧められたが断わった｡ ⑪4年前に心臓とホステアによる妖術を行ったという

ことを聞いた｡ ⑭3年前にAlonsoとBenitoがホステアを盗み, Yuceがこれをトレードのラビ

Peresの許へ届けた｡以上に見られるYuceの供述のズレは,彼が相手が自分に何を言わせようと

しているのかを探ろうとしていたことを示す｡ (つまり異端審問官の意向に沿った迎合的な供述を

しようとしていたというのである) ⑥Yuceは或る供述では被告らの3回の会合のうち, 2回目と

3回目の間に6ケ月の期間があったとしているが,別な供述からは1年間あったことになり矛盾す

る｡ ①Yuc6は1491年7月19日の供述で傑殺は3年前の四旬節に行われたとしており,これから犯

行日は1488年3月末～4月初めとなる｡ Benito　が逮捕され最初の尋問を受けたのが1490年6月6

日であるから,彼は同年3-4月頃にサモーラヘ向けて発ったと推測される｡ Benito　に対する判

決によると,彼は2回目の会合(殺害の15日後)に発っており,これだと殺害日は1490年2-3月

となり,またYuceに対する判決によって3回目の会合(殺害後6カ月または1年後)に出発した



#

巨
は
川
ド
h
m
は
叩
け
川
州
化
け
し
ル
鮎
川
n
H
W
州
山
肌
は
け
は
い
ル
い
け
け
い
H
M

A
,

林　　邦　夫　　　　　　〔研究紀要　第38巻〕　　41

としても,殺害日は1489年秋か1489年3月となり,何れにしても1488年3月末～4月初めという時

と食違う｡ ③1490年10月のYuceの供述に3年程前(1487年10月)にAlonsoが彼にdonDavidが

暫く前に死んだと述べたとあるが,この人物がDavid de Perejonであるとすれば,彼が殺害に参

加出来た筈がない　TazarteとMoseというDavidと同様に裁判の時に既に死亡していた者が,彼

と同様でなかったかどうか,誰に分ろうか｡ (つまりこれら3人のユダヤ人は犯行に加わっていな

かったのではないかというのである) ㊤Alonsoの叔父でラ･グアルデイア教会の香部屋係のGab-

rielSanchezは1491年11月18日の証言で, 2年前にAlonsoの依頼でホステアをBenitoに手渡し

たと述べているが,この2年前という時が,事件を練るすべての時の基準となったのではなかろう

か｡ Gabrielは投獄されており,他の被告と言葉を交わす機会があった筈である(Gabrielの提示

した時が,他の被告に伝わり,彼らが虚偽の供述を行う際の基準となったというのであろう)

⑦今まで挙げてきた矛盾以外の被告の供述などの間の矛盾50)括弧内は供述者を示す)｡ ④子供

の誘拐者｡juan, JuanとGarcia( Yuce ), JuanとBenito ( Juan ), Mose ( Oca鮎)｡⑤十字架の木｡

オリーブの木材Juan　垂木と車軸の断片(Benito)｡ ①十字架へのつけ方｡ Benitoのみが釘づ

けにしたといい,他は縛ったという｡ ④子供の血管を切開いた者｡ Alonso (Yuce, Juan), Yuce

(Oca缶a)｡なお,血を流させるためYuceが子供の腕を支えていたとOca充aは言うが,腕は十字

架に固定されていてその必要はない筈である｡ ㊤胸を切開いて心臓を取出した者｡ Juan　同人),

Juanが切開き, Garciaが取出した　Yuce <　①血を容れた器｡片腕の血は鍋,もう一方の腕の血

は土壷(Juanj｡鍋(Yuce),鍋と鉢　Benitoに対する判決)｡ ⑧子供の死因｡ Benitoのみが絞殺,

他は出血死と供述｡ ①洞窟内部の照明｡光(Juan),教会の1本のロウソク(Benito),教会の数

本のロウソク(Yuce　①洞窟入口の被い｡カッパ(Yuce),毛布(Benito)c　①死体埋葬者｡
＼

GarciaとJuan (Yuce), JuanとAlonso (Juan)｡ ⑥子供の年齢｡ 3-4歳(Yuce), Yuceが11

歳だと述べた(AlonsoEnriquezの証言)0 ①史料1と史料9との間の矛盾｡後者はキンタナ-ルの

ユダヤ人(Juanではない)がトレードで子供を誘拐したといい,子供の名はJuan (前者では不明)

で,父はAlonsode Pasamontes (前者ではAlonso Martin),母はJuanaLaGuinderaであるとする｡

⑧事件を頼る疑問点51)｡ ④ユダヤ人が犯行に加わっている点｡妖術は異端審問所の追及から身を

守るためになされたのであり,ユダヤ人は妖術の効果を確保するために必要な人数を充たす目的で

参加したにすぎない　Yuceは妖術は全キリスト教徒を滅亡させ,ユダヤ教の勝利を導くためであっ

たとしているが,ユダヤ人がかかる貧弱な妖術がそれ程の力をもつと信じたり,単なるパンの固ま

りと見倣しているホステアがかかる魔力をもつと信じたりすることは考え難い｡ (即ち,ユダヤ人

が犯行に加わっているのは不自然だというのである) ⑥11人の被告は洞窟でしばしば会合している

が,これらの多くの人間の往来がラ･グアルデイアのような小さな集落で,誰にも気づかれないこ

とがあろうか｡また誰もそれに疑問を抱かなかったのだろうか｡洞窟から洩れたかも知れない明か

りを誰も見なかったのであろうか｡ ①犯行は時間的･距離的に実行不可能である｡犯行の所要時間

は,テムプレーケの自宅-子供の監禁場所-テムプレーケ-ラ･グアルデイア-洞窟までが少なく
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とも8時間を要し,殺害の実行から埋葬までが10時間かかり,都合18時間を必要とするので,夜明

け前に人目につかずに帰宅するのは不可能である｡ ④キリスト教徒の伝説によると,ユダヤ人は稔

越祭のためにキリスト教徒の子供の血を必要とするので殺害をすると言われるが,事件では稔越祭

も子供の血も何の役割も演じていない｡ ㊤1回目の会合で取出された子供の心臓が, 2回目(15日

後), 3回目(6カ月または1年後)まで,況んやサモーラヘ向かう長旅の間まで保存出来たのだ

ろうか｡塩をふりかけたという供述もあるが,それで充分だったのか｡ ①アストルガで逮捕された

Benitoはホステアのみをもち,同時にもっていた筈の心臓とラビのAbenamias宛の手紙はもって

いなかった｡ ⑧Benito　はサモーラに赴くのに態々サンテイヤーゴヘ赴き,その帰路にサモーラに

立寄ろうとするという不可解な行程をとっている｡ ①監視を全く免れ自由に自分の考えを述べ得た

状況で交わされた牢獄内での会話において, Benitoは裁判が不正なもので,被告の財産没収を狙っ

たものだとYuceに語っているが,本当に犯行を犯しているなら,かかる発言はあり得ない｡

以上の詳細な検討から著者は,結論を3項目に纏めている｡ ｢1.拷問やその威嚇によって得ら

れた証人の供述は,矛盾や疑わしい事柄や事実上不可能な事柄に充ちている｡ 2.裁判官は真実を

発見するための調査や検証を行っておらず,その義務を全く果たさなかった｡ 3.彼らは犯行の時

を確定出来ず,キリスト教徒の子供の失掠,遺体,遺骸を発見しなかった｣｡そして最後にイタリッ
ニーニョ

クで強調して, ｢《ラ･グアルデイアの子供≫は全く実在しなかった｣と結んでいる52)｡
サント･ニーニョ

6) Lea (1889, 1905-06)　(A) 1889年｡ 53) ｢≪聖なる子≫は拷問と絶望によって生み

出された単なる想像の産物にすぎなかった｣54)という部分に端的に示されているように, Leaは虚

構説を唱えているが,その論拠を列挙しておく｡

①有罪確定証拠(corpusdelicti)が, Benitoの背嚢の中から見つかったホステア以外にはない55)

④子供の両親,子供の遺体･心臓の何れも現われていない｡ ⑥子供の親をキンタナ-ルの　Alonso

Martinとする供述(Oca鮎)もあるが,かかる人物が探し出された形跡はない｡ ①Juanは埋葬場

所を示し,発掘されたものの遺骸は出て来なかった｡ ④Benito　がホステアとともに運んだ筈の心

臓は背嚢から発見されなかった｡

②供述などの間に矛盾がある56)｡ ④犯行の時1488年の復活祭,単に1489年, 1489年の復活祭

Yuce), 1490年2月(Juan de Gomez証言), 1490年12月(Yuce, Benito, Ocana)c　⑥心臓を取

出した者｡ Garcia (Yuce), Juan　同人)｡ ㊤ホステアと心臓の数｡各1が大部分の供述｡しかし

2つのホステア(Yuce), 2つずっのホステアと心臓(Benito　に対する判決)とするものもある｡

④史料9と史料1との矛盾｡トレードでアウト･デ･フェを目撃したコンペルソがユダヤ人に恐怖

を語り,ユダヤ人がキリスト教徒の子供の心臓を入手すればすべて回避出来ると告げた(史料9)0

最初はホステアのみによる妖術を行ったが, Alonso　がトレードのアウト･デ･フェで罪の償いを

させられたことからこれが無効と判り, Franco　兄弟が　Tazarte　により強力な呪術を要請し,

Tazarteがキリスト教徒の子供を獲得するように命じた(史料1のJuanの供述)0 ㊤子供の獲得方

法｡ Juanがトレードで誘拐し,洞窟に連れて来た(Yuc6)｡ Moseがキンタナ-ルからテムプレー
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ケに子供(Alonso Martinの息子)を連れて来て,そこから洞窟まではMose, Yuce, Qa, Pere-

ion, Tazarte, Juanが運んだ(Ocana)｡ Juanがトレード大聖堂で誘拐した(同人及びBenito)｡

①子供の名前｡不明(史料1 )｡ AlonsodePasamontesとJuanaLaGuinderaの息子Juan (史料9 ),

盲目の母の息子Cristobal (史料6 )｡

③サモーラにホステアと心臓を届ける役目のBenitoが態々遠回りをしてコンポステ-ラに赴い

てから,その帰路にサモーラに向かっている行程は不自然である57)

④異端審問所の裁判権に服さないユダヤ人がコンペルソを守るためにかかる危険な企てに手を貸

すことは極めてありそうにないことである｡妖術成功のためには5人ずつのコンペルソとユダヤ人

が参加することが必要だと申立てられてはいるが58)｡

⑤長期に亘る投獄と繰返された拷問によって被告が架空の出来事を自白したと疑い得る59)｡

(B) 1905-06年60) ｢嘘を織り混ぜて作った話全体が,明らかに拷問室において拾え上げたもの

なので,被告の供述における矛盾を調和させることは不可能であった｣と述べ,供述の矛盾を根拠

として虚構説を繰返している｡

7) Sabatini (1913) 61)　事件について6章(第19-24章)に亘り詳細な記述がある｡まず

第19章で史料6 ･ 9を主な素材とするMartinez Morenoの著書を詳しく紹介し,この著書を読む

と｢事件全体がトルケマ-ダが莫大な精力を傾注していたユダヤ人に対する戦いを前進させるため

にでっち上げられたという結論に到達しても驚くにはあたらない｣とする｡ ｢しかしFitaの発見し

たYuceの裁判記録は極めて異なる光を投げかけた｡ (中略)トルケマ-ダ自身がその日的〔ユダ

ヤ人追放〕のために話を担造したにすぎないという考えは,この証拠によって完全に払拭された｣

と述べて,実在説の立場を鮮明にする62)｡その後,史料1に基づいて裁判の経過を細かく辿った後

に,虚構説のLoebに周到な反駁を加えているが,その論点を以下に要約しておく｡

①　Loeb　は調査はなされなかったというが,史料9によれば被告の1人を埋葬場所に連行して

おり,なされなかったとは言えない63)

②　日付の矛盾は,アストルガで逮捕されたときのホステアと,会合でサモーラに送ることに決

められたホスチアとは別物であるという仮説に立てば解消する64)｡

③　傑殺で果たした各人の役割に関する供述の矛盾は,それが2年も前の出来事であることを考

えれば,むしろ不可避のことである65)｡

④　細かな矛盾はともかく,基本的事実に関する供述は一致している｡これについてLoebは,

対決尋問のときに被告だけにしておき,彼らの間で共通の了解を形成させたとしているが,何ら証

拠がない66)｡

⑤　裁判記録は公表されるものではないから,それを取繕う必要はない｡従って,作為が入念に

続けられたという考え自体,根拠のないものである67)｡

⑥　仮に対決尋問のときにLoebの言うようなことがあったとしても,何故に彼らが,自分たち

が焚刑に処せられることになるような共通の了解を行ったのか全く理解出来ない｡彼らを死に至ら
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しめる犯しもしない犯罪を自白する共通の了解を行う目的などがあり得るのか68)

⑦　YuceはラビのAbraham (AlonsoEnriquezの変装)に対して犯行を告白している｡これに

関するLoebの議論は窓意的であり,仮にその議論を認めたとしても要点には影響しない69)｡

SabatiniはこのようにLoebの主張に論駁するが,唯一点,即ちもし犯行がなされたとしたらそ

れは儀式殺人ではなく魔術として行われたという点(Sabatini　の場合は,もしなされたとしたら

ではなく,なされたとなるが)には賛意を表する｡つまり蟻や木の肖像ではなく生きた子供が利用

された呪阻(envoutement)という形態の魔術であると言うのである70)

8) Roth (1932, 1937)　｢ラ･グアルデイアの無名の子供が儀式的目的〔の犯罪〕のた

めにアビラで殉教したというでっち上げられた話｣ (1932) 71)｡ ｢ラ･グアルデイアの無名の子供の

儀式的目的のための殺人というでっち上げられた話｣ ｢最近の研究は,申立てられている犠牲者は

少数の狂信的な聖職者の気違いじみた想像の中にしか存在しなかったという事実を立証した｣

(1937) 72)｡以上の引用から著者が虚構説に与しているのは明白だが,具体的根拠は全く示されて

おらず,恐らく　Leaの説をそのまま踏襲したものと推測される｡

9) Starkie (1940) 73)　｢暫く前までは,すべてがトルケマ-ダによる幻想であったとい

う確信を表明した著述家もあった｡しかし1887年にFidel Fita師がYuce Francoに対する裁判の

完全な記録を公刊して以来, 〔子供の殺害という〕この史実をトルケマ-ダの想像に帰することは

最早出来なくなっている｣ 74)｡以上,抄訳した部分から著者が実在説に加担していることは確かで

あろう｡なお,著者は犯罪の性格についてはそれを儀式殺人ではなく魔術であるとした　Sabatini

の所説に与している｡

10) Llorca (1942)　｢これらの事実〔儀式殺人や潰聖行為〕が虚偽だとか,少なくとも

説得力のある仕方でその真実性を証明出来ないという考えが,しばしばとりわけ現代において支持

されてきた｡倦むことなき研究者Fidel Fita師が,一連の論文を公刊したのは,左程以前のこと

ではない｣ 75)として,史料1の掲載された論文のタイトルを示している｡これは虚構論に対する反

駁として　Fitaによって公刊された史料1の存在が提示されていると解釈し得るから,著者は実在

論者に属すると見てよかろう｡

(ll) Baer (1945) 76)　｢妖術の実行や傑殺は反セム主義的な宣伝の創作物である｣ ｢殺害さ

れた男児は全く実在しなかった｣ 77)｡以上の短文からBaerが虚構説に立つのは明白だが,以下に

その論点を纏めておく｡

①供述の間の矛盾｡ ④被告らの会合の場所と時期｡ ⑥被告各人が行った行為｡ ①犯行の細部｡ ④

男児の出所｡ ㊤その埋葬場所｡以上の諸点を列挙しているのみで,該当の供述を詳しく挙示してい

る訳ではない｡

②異端審問官は矛盾の解明,事実の批判的分析,調査を真剣に行っていない｡ ④ホステアの探索｡

⑥誘拐現場への調査官の派遣｡ ①失綜した子供の有無の調査｡ ④埋葬場所の確定と遺体発掘のため

の調査｡
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③異端審問官は陰謀の首唱者が誰だったのか知ろうとせず,責任あるユダヤ人が犯行とユダヤ教

との関連について明らかにするために裁判に関与することを許さなかった｡

④弁護人はおざなりの弁護で満足し,かかる犯行の弁護者は同罪となるので,犯行が実際になさ

れたことが明らかになった(異端審問官の見解によると)途端に辞任してしまった｡

⑤有罪立証が被告自身の供述に依存している度合が,他の裁判におけるよりも遥かに大きい｡

⑥弁護人の提出した弁護の議論は,裁判官によってあっさりと却下された｡

⑦裁判官は<証人>がすべて犯行に関与した者であり自己保身のために相互憎悪に傾き易いとい

う事実を全く顧慮していない78)｡

⑧仮令,仮にユダヤ人が魔術を行ったとしても,そのためにキリスト教の祭具を用いたり,ユダ

ヤ教徒でなく割礼もしていないコンペルソの参加を許すとは考えられない｡また, ｢神以外に如何

なる救い主もない｣という裁判文書に見られる-被告の発言は純粋なユダヤ教的一神論の表明であ

り,聖別されたホステアで魔術を施すというホステアに一定の霊力を認める考えとは相容れない79)｡

⑨異端審問官の方針は, 1年半の間投獄され,外界やユダヤ人社会と絶縁された人々から引出し

た供述をそのまま真実と見倣すことにあった80)｡

(12) LopezMartinez (1954) 81)　著者は断固たる実在論者であり, Loebに対しては, ｢Loeb

は事柄が極めて明瞭であるところに矛盾を見出そうと努め,異端審問官にとっては, Loeb　の主張

によれば彼ら自身が担造した裁判において,矛盾を回避することは殆ど造作のないことであったと

いうことに顧慮してしない｡この点に関して,彼は物を見ようとしない盲人なのである｣82)と反駁

している｡つまり,事件が作り事であるならば,そこに矛盾をなくすことは容易であり,矛盾があ

ることは却って事件の実在性を示すものだという論法である｡著者に特徴的なのは,事件が特異な

ユダヤ人による偶発的なものではなく,ユダヤ人全体の危険性を象徴する出来事として捉えられて

いることである｡彼はこの犯罪を被告らは儀式と考えていたと述べているが,ここにはこれを魔術

であり儀式ではないとする　Sabatiniの見解への反論の意図が窺われる｡また彼は｢この犯罪が密

かな儀式的伝統に従っていた｣ 83)と考え得ると述べているが,ここにはこの事件がユダヤ教の反キ

リスト教的伝統に根差す行為だと見倣す視点が開示されている｡

(13) Longhurst (1962) 84)　事件の実在性について明確な議論を展開している訳ではないが,

アビラでの裁判に関して｢不確実な事実や証拠の欠如や明白な矛盾｣を指摘していることから見て,

虚構説に与していると考えてよかろう｡

(14) Caro Baroja (1962) 85)  ｢狂信的人々が多かった時代,悪魔主義やその他のキリスト

教信仰の倒錯がキリスト教徒の間に存在した時代では,これらの事実がユダヤ人やフダイサンテの

間であり得たことだと考えることが出来る｡もっとも大衆が信じた程,執勘に繰返された訳ではな
ニ-ニョ

かろうが｣｢≪ラ･グアルデイアの子供≫の殺害は黒魔術の特殊な事例として起こり得た,と私は信

ずる｣86)このように著者は実在論の立場に立つが,事件を黒魔術と見倣している点で　Sabatini

と類似の見解を示していると言える｡同時に著者は｢幾人かのユダヤ人とコンペルソが魔術的･妖
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術的目的をもった他の行為と結びついた殺人を実行したことと,これらの行為がユダヤ人全体や況

んやシナゴーグの教導の責任に帰せられねばならぬこととは別の問題である｣ 87)と述べており,実

在説に立ちながらも　Lopez Martinez　的見解とは一線を画そうとする姿勢を示していると言えよ

う｡

(15) Azcona (1964)　コンペルソの<犯罪>に関して, ｢本質的に反駁の余地のない裁判に

基づいた一定の事実を認める方が,それらの真実性を否定する-I. Loeb　が≪ラ･グアルデイ
ニーニョ

アの子供≫に関して論じたときそうしたように一一よりも適合的であろうと私は信じる｣ 88)と

Loeb　を批判している著者が実在説の陣営に属するのは明らかである｡しかし著者は, ｢この事実

から,毎年の聖金曜日に繰返され,シナゴーグによって儀式として組織された犯罪という一般的非

難を引出すことは法外で不当である｣ 89)と述べて, Caro Barojaに近い立場をとっている｡

(16) Kamen (1965, 1985)　(A) 1965年90)｡著者は虚構説に立つが,その論拠として,

子供に関する　Leaの論点(前出(6) ①)を援用し,また1247年に教皇が儀式殺人を虚偽の伝説

だと断定したこと, 1759年の枢機卿(後の教皇クレメンス14世)による調査がやはりそれを民衆の

神話であると結論づけたことを挙げている｡  (B) 1985年91)事件を｢拷問の下に引出された自

供を継ぎ合わせて作られた物語｣としているように虚構説であることは変わっていないが,記述は

短かくなり,前記の論拠はすべて削除されている｡

(17) Su&rez Fernandez (1969,1980)　(A) 1969年92) ｢犯人らの自白は,それが拷問に

よるものであれ,そうでないものであれ,ラ･グアルデイアにおいて二つの犯罪,即ち聖別された

ホステアの漬聖と子供の儀式殺人が実際にあったことを証明するように思われる｣｡　(B)

1980年93)｡ ｢裁判の結末は,執掛こユダヤ人に帰せられてきた二つの犯罪に明白な刻印を押したよ

うに思われる｣｡何れの引用文も著者が実在説に加担していることを示している｡

(18) Carrete Parrondo (1977)　｢ラ･グアルデイアの事件において儀式的犯罪があったと

いう一般化された途方もない非難が虚偽であることを繰返して言う必要はない｡ F. Fita師によっ

て公刊された文書を読めばそれ自体で,この空論的事件がかかる犯罪と見倣され得るのに不可欠な

諸性格を併有していないことが判るのである｣94)虚構説であることは言うまでもない｡

(19) Kriegel (1978)95'　｢異端審問官は, Benito Garciaの最初の自白の後に,この機会が

如何なる切札を提供しているのかを悟り,この絶好の機会を取逃すまいと決意し,跳え向きに裁判

を掃え上げた｣｡裁判を異端審問官による作為的な創作としている点で,虚構説に与していると見

倣し得る｡

(20) Leon Tello (1979) 96)　｢犯人と想定された者たちに対する告訴,裁判,処刑があっ

たことは疑う余地がない｡かかる幼児殺人や処刑が起こらなかったことを願望するのは自由である

が｣｡主観的願望はともかくとして事件が実在したことは厳然たる事実である,という意味だと解

釈され,実在説に立つと判断してよかろう｡

(21藤田一成(1983-84)　藤田氏は虚構説に立っており,その根拠を6項目に纏めている
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が97)以下に骨格のみ示しておく｡

①犯行日時の問題｡犯行日時に言及している供述｡ ④4年前(1487年) 2供述, ⑥3年前(1488

年) 3供述, ①2年前(1489年) 3供述｡これらの内容が各々に異なり犯行日時は確定されずに終

わっている｡

②子供の問題｡ ④身許⑥年齢㊤誘拐の実行者④誘拐場所㊤犯行現場①死体埋葬者⑧物証(十字架,

ナイフ,集血容器,洞窟の入口の目張り用の覆い,埋葬用の鍬など) ①血管をナイフで切開した者｡

③事件とユダヤ人との関連が不自然｡ ④何故ユダヤ人がコンペルソの陰謀に加担したのか｡ ⑥犯

行に参加したユダヤ人の存在感が非常に稀薄である｡ ⑦モセ･アベナミアス④タビッド･デ･ペレ

ホン⑳ジュサ･タサルテ㊤ラビのペレス｡これらが架空の人物のでっち上げであるという推察も成

立つ｡

④④ベニート･ガルシーアの行程の不自然さ｡ ⑥彼の背嚢の中にあった筈の子供の心臓と手紙に

ついて何も触れられていない｡

⑤④時間的･距離的に見て犯行は実行不可能である｡ ⑥洞窟での会合に伴う多くの人々の異様な

動きが近隣の住民の注目を集めないでいられるのか｡

⑥心臓の保存の問題｡

Ⅴ

以上,従来の諸研究を見てきたが,これらを実在説と虚構説とに大別して示すと次のようになる｡

(A)実在説-　　　3) (4) (7) (9) (10) (12) (14) (15) (17) (20)

(B)虚構説　(1. (5) (6) (8) (ll) (13)(16) (18) (19) (21)

単純に論者の数の上から見れば,両説はほぼ括抗しているといってよい｡

ところでこれらの論者の信仰がすべて我々に知られる訳ではないが,窺知し得る範囲で見ると,

次のような一定の傾向を指摘し得るように思われる.即ち,カトリックの論者は実在説に立ち,そ

れ以外の信仰の論者は虚構説に立つ,という傾向である｡スペイン人聖職者であり確実にカトリッ

クと言える論者　4) (10) 12) (15)はすべて実在説であり,聖職者ではないが,スペイン人で

あり,カトリックと判断し得る論者　　　3　14　17　も同断である｡イタリア人である(7),

アイルランド人である(9)は98)ヵトリックと推断し得るが,何れも実在説である｡イギリス人

の(16)はカトリックであるようだが,虚構説である｡しかし(16)はマルクス主義者であると自

認しているようである99)から例外と見倣してよかろう｡スペイン人でありスペイン･ユダヤ民族史

を専門分野とする(18) (20)は前者が虚構説,後者が実在説であるが,専門分野から見てユダヤ

系(ユダヤ教徒)でないかどうか検討を要するので結論は留保する｡ユダヤ人(1) (5) (8) (19)

はすべて虚構説,アメリカ人のプロテスタントの(6　アメリカ人であり恐らくプロテスタント

だろうと想像される13　は何れもやはり虚構説に立っている｡
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以上の傾向は,夫々の論者が事件の実在性について判断を下す際に自らの信仰に多少なりとも影

響を受けているのではないかという推測を可能ならしめると思われるが,それはさておき,今後の

我々の研究にとってこれらの既存の研究をどう利用すべきかについて確定しておきたい｡

Ⅲで確認したように,事件の実在性を練る議論にとって史料　　　　　　9,とりわけ史料1の

分析が重要な課題となり今後の研究はこれを中心として進められねばならない｡従って従来の諸研

究がこの史料1をどう扱っているかが,それらをどう利用すべきかの判定基準となると言える｡以

下ではこの基準に則って従来の諸研究を判定していきたい｡

(3)は1887年の史料1の公刊以前のものであり,当然ながら史料1は利用していない｡

(2)は別の裁判文書を見たと言っているがこれについての内容紹介も分析もなされていない｡(3)

は史料3を利用してはいるが,傑殺の場面の描写を引用しているのみで具体的分析はない｡ (8)

は史料1の存在すら明記しておらず,見ていないと推測される｡ 10) (16)は史料1の存在を明記

はしているがそれのみであり,通読しているかどうか不明である｡ 9) (13) (19) 20　は,史料

1を利用して事件や裁判の経過を記述してはいるものの,事件の実在性に関して立入った議論は展

開していない｡ (4) 12) 15 (17 (18　は,史料1を通読したもののようだが(勿論(4)は

確実に通読している),実在性に関して史料1に即した立入った議論を展開している訳ではない｡

以上から,これらの諸研究は事件の実在性に関する研究を進める上で,検討を加えて利用してい

くに殆ど値しないものと言ってよい｡勿論これはこれらの諸研究の結論が誤っているとか,全体と

して価値が低いとかいうこととは無関係であり,飽く迄,事件の実在性に関する我々の今後の検討

の拠り所となり得るか否かという観点からの判定にすぎない｡

以上の諸研究を除くと残るのは　5) 6 (7) (ll) (14) (21)となる｡今まで見てきたとこ

ろからも或る程度窺知し得るように,これらには明らかな誤まりや,かなりの重複が見られるが,

それを含めて,これらに批判的検討を加え,その結果を踏まえて史料1�"2�"4�"9を分析し,我々

自身の見解を提示することを次の課題としたい｡
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